
適用事業は

　・太陽光 ～ 出力の合計が１０ｋＷ以上のもの

　　　用されません。（自己託送は届出の対象となります。）

　・風　力 ～ 高さが１５ｍを超えるもの

届出を行う前に必ず行ってください。

事業内容について、周辺関係者等の理解を得るよう努めて

ください。

着手しようとする６０日前までに届け出てください。

施行規則の必要書類を揃えて提出してください。

変更が生じた場合、速やかに届け出てください。

完了届に工事写真を添えて届け出てください。

　※施工前、施行中、施工後の写真

事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理

してください。

事業が終了したときは、３０日以内に届け出てください。

跡地利用の有効活用を推進してください。

設備を適正に処分し、撤去後３０日以内に届け出てくださ

い。

浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例

手続きフロー

撤去完了の届出

周辺関係者への
説明

届　出

工事完了の届出

維持管理

事業終了の届出

　　※ただし、建築物の屋根又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設さ

　　　れるもので、主にこの建築物で自己消費を目的とする太陽光発電事業には適


